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３
月
の
お
知
ら
せ

３
月
の
お
知
ら
せ

仙台市政だより　29.３. 1仙台市政だより　29.３. 1

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
」
は
、
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
印
鑑
（
口
座

届
出
印
）
が
無
く
て
も
市
の
窓
口
で

市
税
や
各
種
保
険
料
等
の
口
座
振
替

の
申
し
込
み
手
続
き
が
で
き
る
便
利

な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◦
サ
ー
ビ
ス
対
象
金
融
機
関‖

七
十

七
銀
行
、
仙
台
銀
行
、
杜
の
都
信
用

金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行　
◦
対
象
科

目
等‖

国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、

市
税
（
市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
）、
保

育
所
保
育
料　
◦
サ
ー
ビ
ス
受
付
窓

口‖

【
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
】
区
役
所
・
宮
城

総
合
支
所
保
険
年
金
課
、
秋
保
総
合

支
所
保
健
福
祉
課
【
介
護
保
険
料
】

区
役
所
障
害
高
齢
課
、
総
合
支
所
保

健
福
祉
課
【
市
税
】
市
役
所
上
杉
分

庁
舎
納
税
部
各
課
、
区
役
所
税
務
会

計
課
、
総
合
支
所
税
務
住
民
課
【
保

育
料
】
市
役
所
上
杉
分
庁
舎
７
階
認

定
給
付
課
、
区
役
所
家
庭
健
康
課　

◦
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の‖

サ
ー

ビ
ス
対
象
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
、
口
座
振
替
対
象
科
目
の
納

付
書
等
（
通
知
書
番
号
が
分
か
る
も

の
）　
◦
口
座
名
義
人
本
人
の
手
続

き
が
必
要
で
す　
◦
従
来
ど
お
り
、

金
融
機
関
窓
口
で
口
座
振
替
依
頼
書

に
よ
り
申
し
込
む
こ
と
も
可
能
で
す

問
【
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
】
区
役
所
・
宮
城
総

合
支
所
保
険
年
金
課
、
秋
保
総
合
支

所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
10
ペ
ー
ジ
）

【
介
護
保
険
料
】
区
役
所
障
害
高
齢

課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎
は

10
ペ
ー
ジ
）【
市
税
】収
納
管
理
課
☎

214
・
８
１
４
０
【
保
育
料
】
認
定
給

付
課
☎
214
・
８
６
５
５

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
事
業
入
会
説
明
会

◦
日
時‖
３
月
11
日
㈯
午
前
10
時
～

11
時
15
分　
◦
会
場‖

市
役
所
本
庁

舎
８
階
ホ
ー
ル　
◦
対
象‖

お
子
さ

ん
を
預
け
た
い
方
（
利
用
時
間
に
応

じ
た
費
用
が
か
か
り
ま
す
）
と
、
預

か
る
こ
と
が
で
き
る
方　
◦
託
児
あ

り
（
１
歳
～
３
歳
６
カ
月
。
要
申
し

込
み
）　
申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス

（
参
加
者
の
氏
名
と
電
話
番
号
、
託

児
希
望
の
方
は
子
ど
も
の
氏
名
、
年

齢
も
記
入
）
で
仙
台
す
く
す
く
サ
ポ

ー
ト
事
業
事
務
局
☎
214
・
５
０
０
１
、

℻
214
・
８
６
１
０

不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療

支
援
事
業
の
申
請
手
続
き
は
３

月
31
日
ま
で
に

　
特
定
不
妊
治
療
が
平
成
28
年
度
内

に
終
了
し
、
助
成
申
請
を
予
定
し
て

い
る
方
は
、
３
月
31
日
ま
で
に
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
や
む
を

得
な
い
事
情
で
申
請
が
間
に
合
わ
な

い
場
合
は
、
３
月
中
に
お
住
ま
い
の

若
者
選
挙
啓
発
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

募
集

◦
活
動
期
間‖

４
月
１
日
～
平
成
30

年
３
月
31
日
（
更
新
可
）　
◦
活
動

内
容‖

選
挙
啓
発
活
動
の
企
画
・
実

施　
◦
対
象‖

高
校
生
を
除
く
18
歳

か
ら
25
歳
ま
で
の
方
で
、
次
の
①
～

③
を
全
て
満
た
す
方
10
人
程
度
〔
選

考
〕
①
市
内
に
居
住
ま
た
は
通
学
し

て
い
る
②
若
年
層
の
投
票
率
向
上
に

つ
い
て
考
え
、
公
平
・
中
立
な
活
動

が
可
能
③
定
例
の
会
議
の
ほ
か
、
啓

発
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
で
き
る　
申
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
サ
イ
ト
内
検
索
で

「
若
者
選
挙
啓
発
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募

集
」
と
検
索
）
の
申
込
書
で
３
月
17

日
（
必
着
）
ま
で
に
郵
送　
問
選
挙

管
理
課
☎
214
・
4
4
4
5

仙
台
国
際
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
大

会
の
個
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

◦
日
時‖

５
月
14
日
㈰
午
前
７
時
～

午
後
２
時　
◦
主
な
活
動
内
容‖

資

源
ご
み
回
収
所
の
受
け
付
け
、
参
加

者
等
の
誘
導
な
ど　
◦
対
象‖

次
の

全
て
の
条
件
を
満
た
す
方
150
人
程
度

〔
抽
選
〕
①
高
校
生
以
上
②
主
催
者

が
指
定
し
た
業
務
に
従
事
が
可
能
③

長
時
間
に
わ
た
り
、
立
っ
た
ま
ま
で

の
活
動
が
可
能
④
母
国
語
が
日
本
語

以
外
の
方
は
、
日
本
語
の
日
常
会
話

と
読
み
書
き
が
可
能
⑤
大
会
運
営
関

係
者
の
指
示
や
注
意
事
項
を
順
守
で

き
る
⑥
４
月
24
日
㈪
午
後
３
時
ま
た

は
6
時
半
か
ら
カ
メ
イ
ア
リ
ー
ナ
仙

台
（
仙
台
市
体
育
館
）
で
開
催
す
る

業
務
説
明
会
に
出
席
で
き
る　
申
往

復
は
が
き
に
申
込
時
の
必
要
事
項
と

性
別
、
年
齢
、
業
務
説
明
会
の
参
加

希
望
時
間
、
E
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（
お
持
ち
の
方
）
を
記
入
し
て
３
月

24
日
（
必
着
）
ま
で
に
。
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジhttp://w

w
w
.sendaihalf.

com
/

か
ら
も
申
し
込
め
ま
す　

申
・
問
仙
台
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業

団
（
〒
980│

0012
青
葉
区
錦
町
１│

３

│

９
☎
215
・
３
２
０
３
）

仙
台
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

団
員
募
集

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
か
通
学

し
て
い
る
小
学
５
年
生
～
高
校
２
年

生
（
平
成
29
年
４
月
現
在
）　
◦
費

用‖

年
間
３
万
６
千
円　
◦
選
考
方

法‖

５
月
３
日
㈷
に
日
立
シ
ス
テ
ム

ズ
ホ
ー
ル
仙
台
で
面
接
と
簡
単
な
実

技　
◦
事
前
説
明
会‖

４
月
８
日
㈯

午
後
５
時
半
か
ら
日
立
シ
ス
テ
ム
ズ

ホ
ー
ル
仙
台
で
（
直
接
会
場
へ
）　

申
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
、

区
役
所
総
合
案
内
、
総
合
支
所
で
配

布
す
る
申
込
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で
４

月
21
日
ま
で
に　
問
仙
台
市
市
民
文

化
事
業
団
☎
727
・
１
8
7
６

区
の
区
役
所
家
庭
健
康
課
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
区
役
所
家
庭
健
康
課
（
☎
は
10
ペ

ー
ジ
）

フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
設
置
記
念
イ
ベ
ン
ト
に

ご
招
待

　
日
本
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
発

祥
の
地
・
五
色
沼
を
国
内
外
に
ア
ピ

ー
ル
し
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
金
メ
ダ

ル
を
獲
得
し
た
荒
川
静
香
さ
ん
、
羽

生
結
弦
さ
ん
の
偉
業
を
た
た
え
る
た

め
、
地
下
鉄
国
際
セ
ン
タ
ー
駅
前
に

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
設
置
し
、
記
念
イ

ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

◦
日
時‖

4
月
16
日
㈰
午
後
2
時
半

～
3
時
半　
◦
会
場‖

仙
台
国
際
セ

ン
タ
ー　
◦
ゲ
ス
ト‖

荒
川
静
香
さ

ん
、
羽
生
結
弦
さ
ん　
◦
定
員‖

800

人
〔
抽
選
〕　
申
往
復
は
が
き
に
申

込
時
の
必
要
事
項
と
参
加
者
全
員

（
１
通
に
つ
き
２
人
ま
で
）
の
氏
名
、

車
い
す
を
ご
利
用
の
場
合
は
そ
の
旨

を
記
入
し
て
3
月
21
日
（
必
着
）
ま

で
に
（
複
数
の
申
し
込
み
は
不
可
）

フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
設
置
記
念
事
業
実
行
委
員
会
事
務

局
（
ス
ポ
ー
ツ
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
せ
ん

だ
い
・
仙
台
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業

団
内
）
〒
980
─

0012
青
葉
区
錦
町
１
─

３
─
９
☎
215
・
３
２
０
９ 

募
集

お知らせの見方は10ページ参照。未掲載のファクス番号については、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

募
集
パ
ー
ト
（
採
用
予
定
人
数
）

バ
イ
オ
リ
ン
（
５
）

ビ
オ
ラ
（
６
）

チ
ェ
ロ
（
２
）

コ
ン
ト
ラ
バ
ス（
３
）

フ
ル
ー
ト
（
１
）

オ
ー
ボ
エ
（
３
）

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト（
２
）

フ
ァ
ゴ
ッ
ト
（
２
）

ホ
ル
ン
（
３
）

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト（
２
）

ト
ロ
ン
ボ
ー
ン（
１
）

チ
ュ
ー
バ
（
１
）

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン

（
２
）

■固定資産税・都市計画税の縦覧・閲覧ができます

※所有する土地・家屋の課税内容は、４月上旬に郵送する
課税明細書でも確認できます
●代理人がご覧になる場合は、委任状が必要です。ま
た、法人（会社）所有の資産について社員の方等がご覧に
なる場合は、代表者（本店が市外の場合は支店長等）か
らの委任状または代表者印・支店長印等のある閲覧申請
書・縦覧整理票が必要です（委任状等の様式は任意ですが、
市ホームページからもダウンロードできます）
●所有する資産の評価内容等の詳しい説明は、市役所北庁
舎１階資産課税課・２階北固定資産税課・３階南固定資産
税課で行います
●平成29年度の固定資産課税台帳登録事項証明（評価証
明・公課証明）の交付は、４月３日㈪より行います

縦覧帳簿による縦覧 固定資産課税台帳の閲覧※

期　間 ４月３日㈪～５月１日㈪（閉庁日を除く）
随時（平成29年度分の閲覧は４月３
日㈪から）（閉庁日を除く）

場　所 市役所北庁舎１階資産課税課、区役所税務会計課、総合支所税務住民課
可能な
方

土地または家屋を所有
する納税者等

土地・家屋・償却資
産の納税義務者 借地・借家人等

ご覧に
なれる
内容

所有する土地または家
屋と同一区内にある土
地または家屋の価格等
（所有者氏名・住所は記
載されていません）

所有する土地、家屋
または償却資産の課
税台帳

賃貸借契約等の
対象となってい
る土地または家
屋の課税台帳

必要な
もの

官公署発行の写真付きの本人確認書類（運転
免許証など）

①賃貸借契約書
等②官公署発行
の写真付きの本
人確認書類（運
転免許証など）

手数料 無料

縦覧帳簿による縦覧
期間中に平成29年
度分を閲覧する場合
は無料。その他は台
帳１件につき300円

１筆・１箇につ
き300円

税のお知らせ
問下表の担当課まで

対象 物件所在
地域 担当課 電話番号

縦覧帳簿
による縦
覧・評価
内容等の
説明

土地・
家屋

青葉区
北固定資産税課

〔土地〕☎214･8596
〔家屋〕☎214･8604

泉区 〔土地〕☎214･8597
〔家屋〕☎214･8605

宮城野区・
若林区

南固定資産税課
〔土地〕☎214･8689
〔家屋〕☎214･8694

太白区 〔土地〕☎214･8690
〔家屋〕☎214･8695

償却
資産 全区 資産課税課 ☎214･8619

固定資産課税台帳の閲覧
資産課税課☎214･8617、区役所税務会
計課、総合支所税務住民課（☎は10ペー
ジ）

●公開対象∥宅地の価格評価の基準となる路線価と標準宅
地の位置　●公開場所∥市役所北庁舎１階資産課税課、区
役所税務会計課、総合支所税務住民課、市役所本庁舎１階
市政情報センター、宮城野区・若林区・太白区情報センター
問資産課税課☎214･8617

■固定資産税の路線価を４月３日㈪から公開します

　申告期限が近づくと大変混み合いますので、早めの申告
をお願いします。
問市県民税は市民税課【青葉区・泉区】☎214･8637、【宮
城野区・若林区・太白区】214･8638。所得税は仙台北税
務署☎222･8121、仙台中税務署☎783･7831、仙台南税
務署☎306･8001

■市県民税・所得税の申告期限は３月15日までです

■市税の納付は口座振替が便利です
　市税の納付には、便利で納め忘れのない口座振替をご
利用ください。平成29年度の固定資産税・都市計画税は、
３月17日㈮までに預貯金の口座がある金融機関または郵
便局の窓口でお申し込みの手続きをしていただくと、第
１期（５月１日振替日）からの口座振替に間に合います。
問収納管理課☎214･1010

平成29年度高齢者福祉サービスの利用
申し込みを３月14日から受け付けます

申・問区役所障害高齢課、総合支所保健福祉課
（☎は10ページ）

◆介護用品支給事業

内容
使い捨ておむつ、尿取りパッド、おむつカバー、失禁
シーツをお届けします。利用限度額は年額75,000円
（申請時期により異なります）

対象
使い捨ておむつ等が必要で、次の全てに該当する方①
在宅で介護を受けている（施設入所または入院中の方
は除く）②世帯全員が市民税非課税③介護保険の要介
護４または５の認定を受けている

費用 利用額の１割（生活保護等受給の方は費用負担はあり
ません）

必要な書類※
介護保険被保険者証（写し可）、介護保険料決定通知
書（６月末までの申請分は平成28年度のもの）など
世帯全員が市民税非課税であることを証明する資料

※必要な書類の一部については、申請者の同意があれば（申
請書に同意欄を設けています）、省略することができます。
詳しくはお問い合わせください

　対象となり得る方に３月初旬（平成28年度臨時福祉給
付金を１月までに受給しなかった方には４月初旬）から申
請書を順次郵送します。該当すると思われる方で３月14
日（平成28年度臨時福祉給付金を１月までに受給しなか
った方は４月11日）までに申請書が届かない場合はお問
い合わせください。

●平成28年度臨時福祉給付金を受給した方も、あらため
て申請する必要があります　●申請書の受け付け開始から
しばらくは申請が集中し、振り込みまでに１カ月～２カ月
かかる場合がありますので、ご了承ください 
臨時給付金等の詐欺にご注意ください
　市の職員などが現金自動預払機（ATM）の操作を求
めたり、手数料の振り込みを求めたりすることはありま
せん。

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請を
３月１日から受け付けます

対象
平成28年１月１日時点で本市に住民登録があり、平成28
年度の市町村民税（均等割）が課税されていない方（た
だし、課税されている方の扶養親族等・生活保護受給者・
支給決定前に亡くなられた方は除く）

支給額 対象者１人につき１万５千円
申請期限 ７月31日

問臨時給付金専用ダイヤル☎745･7570（平日8:30～
17:00。3月14日までは土・日曜日も含め19:00まで）

◆訪問理美容サービス
内容 理・美容師が自宅を訪問し、散髪を行います。年４回

まで利用可（申請時期により異なります）

対象 介護保険の要介護３～５の認定を受けている方（施設
入所または入院中の方は除く）

費用 １回当たり2,000円
必要な書類※ 介護保険被保険者証（写し可）


